
※協会のうごき

 Ｒ　５年　6月 Ｒ　５年　7月（予定）
　　１日　　（公財）秋田県木材加工推進機構理事会（能代） １０～１１日　　北東ブロック協議会会長会議（北海道会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田会長 　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田会長・花田専務理事
　　６日　　令和５年度空き家対策市町村等連絡会議 　　 　１２日　　中央支部理事会    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花田専務理事 　　 　２５日    日事連事務局連絡会議（Ｗｅｂ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　９日　　日事連通常理事会（東京）　　村田会長 　　 　２６日　　技術委員会ＢＩＭ推進担当部会　
　１３日　　建築士定期講習会（秋田テルサ） 　　　　　　　　　建築行政共用データベースシステム連絡会議（Web）
　１９日　　技術委員会ＢＩＭ推進担当部会
　２３日　　賛助・協力委員会
　２６日　　日事連定時総会・日事政研定時総会・会長会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田会長
　２７日　　理事会
　２９日　　（一社）秋田県建築士会総会懇親会（村田会長）

　３０日　　日事連景観街づくり専門委員会（村田会長）

◆◆◆　　第２回理事会報告　　◆◆◆ 大規模な非住宅建築物の省エネ基準が変わります！！！

　　　◆日　時　　　令和５年６月２７日（火）午後１時３０分～ 国土交通省

　　　◆場　所　　　協会事務室（Web併用） 　　　２０２１年１０月に閣議決定されたエネルギー基本計画等において、２０２３

　　　◆出　席　　　出席　理事７名　　監事１名 　　　確保を目指すこととされており、省エネ基準を段階的に引上げることとなって
　　　　　　　　　　　 Ｗｅｂ出席　６名 　　　おります。今般、適合義務化が先行している大規模非住宅建築物について

　　　各用途の適合状況等を踏まえ、省エネ基準引上げを行うこととしたものです。
　    ◆報告事項　　①日事連関係報告（教育委員会、常任理事会
　   　　　　　　　　　　　　全国会長会議、定時総会） 　　　１・延床面積が２０００㎡以上の大規模非住宅建築物の省エネ基準を
　　　　　　　　　　　 　②(公社）秋田県木材加工推進機構理事会報告 　　　　　引き上げます
　　　　　　　　　　 　　③令和５年度空き家対策市町村連絡会議報告 　　　　　●建築物省エネ法において、延床面積が３００㎡以上の中大規模非住
　　　　　　　　　　　 　④建築士定期講習会報告 　　　　　　宅建築物は、省エネ基準への適合が義務づけられており、今般延床
　　　　　　　　　　　 　⑤単位会組織強化支援事業報告 　　　　　　面積が２０００㎡以上の大規模非住宅建築物の省エネ基準を引上げる
　　　　　　　　　　 　　⑥委員会報告（技術ＢＩＭ推進担当、賛助協力 　　　　　　こととします。
　　　　　　　　　　　　　　耐震診断、秋田の住宅コンクール）
　　　◆協議事項　 ①令和５年度事業について 　　　２・用途毎に基準値の水準が異なります

コロナ以前に行っていた事業は全て行う 　　　　　●大規模な非住宅建築物について、各用途の省エネ基準への適合状
 　　　　　②全国大会（鳥取・島根大会について 　　　　　　況等を踏まえ、用途に応じて基準値の水準を１５～２５％強化します。
　　　　　 ③会員の異動について

藤島鐵工（協力）、ティンバラム（賛助）の入会 　　　　　【改正前】　　用途　　　　　　　　　　　　　　１次エネルギー消費量基準
伊藤住宅（正会員）、中部フローリング（賛助）退会 　　　　　　　　　　　　　全用途　　　→　　　　　　　　　　　　１．０
以上の入退会が承認された。

　　　　　【改正後】　　工場等　  　→　　　　　　　　　　　　０．７５
　　　　　　　　　　　　　事務所、学校、ホテル、百貨店→ ０．８

　　　「ウッドデザイン賞２０２３」応募説明会（オンライン） 　　　　　　　　　　　　　病院、飲食店、集会場　　→ 　　　０．８５
　　１　日　時　　令和５年７月１４日（金）１０：００～１１：００
　　２　開催方法　　　オンライン 　　　３・２０２４年４月１日施行です
　　３　説明者　　（一社）日本ウッドデザイン協会事務局 　　　　　●改正省令の施行日以後に適合性判定を申請する建築物について
　　４　開催内容　　①応募要項②過去の受賞作品等の案内 　　　　　　引上げ後の省エネ基準への適合が必要となります。
　　　　　　　　　　　　③プレゼンテーションの伝わりやすさ等のアドバイス 　　　　　●改正に関する最新情報については、国土交通省のホームページで
　　※参加希望の方は７月６日（木）まで、協会事務局にご連絡下さい。 　　　　　　ご確認いただけます。

　　　　国土交通省　住宅局　建築指導課・参事官（建築企画担当）付省エネ班
　　令和５年度林野庁木づかい運動取組方針 林野庁

　　　　　※住宅について、強化外皮基準への適合及び再生可能エネルギーを
　　「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の 　　　　　　 除いた一次エネルギー消費量を現行の省エネルギー基準値から２０
　　利用の促進に関する法律」に基づき策定された基本方針を踏まえ、 　　　　　　％削減。非住宅建築物について、再生可能エネルギーを除いた一次
　　実施する令和５年度林野庁木づかい運動取組方針を当協会ホーム 　　　　　　エネルギー消費量を現行の省エネルギー基準値から用途に応じて３０
　　ページの会員専用ページに掲載しました。どうぞご覧になってください。　　　　　　％又は４０％（小規模建築物については２０％）削減

　　第３７回　　秋田の住宅コンクール作品募集！！！ 締切り　　令和５年１０月　２日（月）

　　　　　　※応募要項は協会ホームページに掲載中です。応募要項は７月中旬会員名簿に同封して発送いたします。

　　　年以降新築される住宅・建築物についてＺＥＨ・ＺＥＢ水準の省エネ性能の

」


